
最近、全国的に新型コロナウイルス感染者の拡大が後を

絶ちません。 

この間、東日本ユニオンが発出してきたガイドラインの

内容について、あらためて全組合員で周知・徹底していき

ましょう！ 
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①これまで同様に「手洗い」「うがい」を、お互い徹底しましょう。 

  

②集会などの取り組みなどを行う場合には「3 密（密閉、密集、

密接）」を避けることの徹底をしましょう。 

  

③組合事務所の在室について、引き続き 3密（密閉、密集、密接）

を防止するルールを明確にするとともに、組合員に徹底しまし

ょう。 

なお、本部事務所に訪問を希望する際は、必ず中央本部事務所

へ事前に連絡をお願いします。 

東日本ユニオン中央本部 

ＪＲ電話 057-2290 ＮＴＴ電話 03-3453-2107 

携帯電話 080-4444-5470 

 

④「新型コロナウイルス」に関して問題が発生した場合は、速や

かに東日本ユニオン役員に連絡・相談・報告をお願いします。 

なお、個人情報は厳重に管理します。 
 

 


